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今 月 の
ト ピ ッ ク 雇用対策法　改正（年齢制限について）

 2月 2日（土）　10：00～17：30

・ 創業資金の3分の1以上の自己資金　　　など

利率(年)

新 座 市 民 会 館

今月は

「下請取引適正化推進月間」
です！
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事 務 局 の
ご 案 内

12月 9日（日）  9：00～17：30

志 木 市 民 会 館

に い ざ ほ っ と ぷ ら ざ

11月11日（日）　9：00～17：30

に い ざ ほ っ と ぷ ら ざ

12月16日（日） 10：00～17：30

3.7%(場合によって異なる)

志 木 市 民 会 館

「 相 続 ・ 遺 言 」 の 出 張
勉 強 会 開 催 中 ！

そ の 他 各 種 勉 強 会
出 張 開 催 い た し ま す

11月１8日（日） 9：00～17：30

志 木 市 民 会 館

 1月26日（土） 9：00～17：30

＜企業経営・財務部門＞

設備資金7年以内

融資額

返済期間

1,000万円以内⇒

⇒

専 門 業 務 部 通 信
トピックスつづき

☆

2

3

年齢不問として募集・採用を行うため、必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能程度など労働
者が応募するに当たり求められる事項をできるだけ明示する必要があります。

□

□

求人内容などについては、公共職業安定所から資料の提出・説明を求められることがあります。

雇用対策法第10条に違反した場合、助言、指導、勧告等の措置や求人の受理を拒否される場合があります。

ー制度の概要ー

国民金融公庫の、創業期の企業に無担保・無保証人で
融資する「新創業融資制度｣の平成19年度上半期実績
は、件数、融資額ともに平成13年7月の制度発足以来、
過去最高となりました。

☆ 労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。
☆ 年齢制限の禁止は、公共職業安定所、民間の職業紹介事業所、求人広告などを通じて募集・採用

する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く適用されます。

運転資金5年以内

前者は「深夜酒類提供」

後者は「風俗営業」

どちらの申請も業務です。

東武会
“今月の重点活動”

建設業許可更新
キャンペーン

実施中！

当会主催の困りごと無料相談会で多い相談例を、統合整理し掲載しております。

要件

・ 新規開業もしくは税務申告2期未満

夜１２時になると

店じまいを始める

スナックさん

ポスター・たれ幕の掲示、新聞・雑誌・団体機
関紙等を通じた広報

下請取引適正化推進講習会の開催

47都道府県・55会場において下請代金支払
遅延等防止法及び下請中小企業振興法の
趣旨・内容を周知徹底する

詳細は｢中小企業庁のＨＰ」をご覧ください

今月の「困りごと」　“困りごと無料相談会”より

・ 雇用創出、経済活性化など一定の要件

行 政 書 士
「全国の住民票１枚から」

朝までやっている

居酒屋さん

な る ほ ど ！

改正の留意点

例外規定　《下段をご覧下さい》

３　例外規定（年齢制限が認められる場合）

その価格、十分話し合ってますか

ーなくそう買いたたき、進めよう下請取引適正化ー

1 下請取引の適正化に関する普及・啓発

公正取引委員会・中小企業庁では、毎年11月を
「下請取引適正化推進月間」として、下請取引適
正化について普及・啓発事業を行っています。
本年度の下請取引適正化推進月間には以下の
事業が行われます。

⇒

- 平 成 20 年 -

４名様以上のグループに
出張します。費用はテキ
スト代×人数分のみで
す。
詳細は事務局までお問
い合わせ下さい。

ただいま、行政書士ネッ

トワーク東武会では、地

元地域の建設業者様の許

可更新手続きを特別価格

にてお受けしておりま

す。更新間近の建設業者

様、この機会を是非ご利

用ください。

平 成 １ ９ 年 １ ０ 月 １ 日 よ り 、 募 集 ・ 採 用 に お け る 年 齢 制 限 が 禁 止 さ れ ま し た 。

1 改正の内容

2

国民生活金融公庫の
「創業者向け無担保・無保証人」

の融資実績が過去最高に

詳細については、事務局まで
お問い合わせ下さい。

　夫が先月亡くなり、相続財産の整理を始めています。

夫は個人事業で商売をしており借金があり、商売仲間の借金の保証人や

知人が家を借りるときの家賃の保証人もしています。

　これらの借金や保証はどうなるのでしょうか。

　故人が生前に持っていた財産、借金（債務）、約束・立場などは原則として全て相続の対象になります。ただし、故人

がその故人でしかできない約束（例えば地元少年野球チームのコーチをつとめること、など）は一身専属的なものとして

相続の対象になりません。しかし、一般の債務は相続の対象になります。

　例えばご商売上の取引での商品引渡義務（債務）などは相続人の１人がその商品の引渡しを債権者に行うことで、そ

の相続債務は消滅しますが、借金については相続人がその相続分に応じて相続することとなります。故人が行っていた

個人事業を引き継ぐ人などの個別の人がその債務を一手に引き受けることを相続人間で定めることはできますが、その

場合債権者の同意が必要になります。

　保証債務については、様々なケースがありますので判断が難しいのですが、原則的には主債務の内容が具体的な保

証契約は相続されると考えてください。例えば『不動産賃貸借契約』や『金銭消費貸借契約』のように金額、期間、契約

の目的などが明確な保証契約は相続されることになります。

身元保証人や金銭貸借による場合の金額、期間に制限のない包括根保証契約などは原則相続されません。

保証契約の相続は判断が難しく、表題に書いてある『契約種類名』では無く、実質の契約内容で判断する必要がありま

す。

定年年齢を上限とし上限年齢未満の労働者を

期間の定めのない労働契約の対象とする場合

労働基準法等法令の規定により年齢制限が設

けられている場合

長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、

若年者等を期間の定めのない労働契約の対象

とする場合

技能等継承の観点より、特定職種にて労働者

数が相当少ない特定の年齢層に限定し、期間

定めなしの労働契約の対象とする場合

芸術・芸能分野にて表現の真実性等要請があ

る場合

60歳以上の高年齢者又は特定年齢層の雇用

を促進する施策（国の施策活用に限る）の対象

となる者に限定した場合


